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平成 26 年 10 月 14 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  シ ー マ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 白石 幸生 

（ ＪＡＳＤＡＱ ・ コード ７６３８ ） 

問 合 せ 先 取締役 管理本部長 松橋 英一 

電 話 ０ ３ － ３ ５ ６ ７ － ８ ０ ９ ８ 

 

筆頭株主（株式会社ホワイトストーン）による当社第３回新株予約権 

の行使意向に関するお知らせ 

 

当社は、本日、当社の筆頭株主である株式会社ホワイトストーン（代表者：代表取締役 白石幸栄）

より、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）により発行

された当社第３回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）について、その保有する本新株

予約権についての行使意向に関して説明を受けましたのでお知らせいたします。 

株式会社ホワイトストーンの所有する新株予約権については、すべての予約権の行使を実施する意

向です。ただし例外的に、株式会社シーマ（以下「当社」と言います。）に友好的で、当社の業績向

上に寄与する可能性が高い企業および個人から取得の希望があれば、取得者による本新株予約権の行

使を前提として売却を実施するとのことです。 

現時点においては、当社が現在、集客を増加させる施策として進めているインターネット集客につ

いての最先端技術を有し、また WEB サイトを使ったウェディング関連ビジネスを展開する大手企業、

不動産分野で都内において多くの優良物件を扱っている企業のオーナーを売却先として検討してお

ります。このたびの本新株予約権の売却に際しては、市場価格への影響を鑑み、時間外取引または市

場外取引によって、適切に行う意向であるとのことです。なお、当該企業、個人への本新株予約権の

売却による、主要株主の異動は発生しない見込みです。 

 

当社の第２位株主である白石幸生氏については、すでに平成 26 年 10 月６日付「上位株主（白石 幸

生）による当社第３回新株予約権の行使意向に関するお知らせ」で開示の通り、同氏に割り当てられ

た本新株予約権の全てについて行使をする意向です。現時点ではすでに 2,200 万個の本新株予約権の

行使手続きが完了し、残りの本新株予約権についても速やかに行使する予定であるとの報告がありま

した。 

 

以上 
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※ご注意 

本書面は、当社の第３回新株予約権の上位株主の意向に関して一般に公表するための公表文であり、特

定の者に宛てて投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新株予約権の行使、売買又は

失権に係る投資判断につきましては、平成26年８月22日付公表の「ライツ・オファリング（ノンコミッ

トメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」および「「ライツ・オファリング（ノ

ンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するご説明(Q&A)」について」

（URL:http://www.cima-ir.jp/）ならびに平成26年８月22日付で関東財務局長宛提出の有価証券届出書

（訂正がなされた場合には、その後の訂正を含みます。）（URL：http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）

を熟読された上で、株主様又は投資家様ご自身の責任において行う必要があることをご理解いただけれ

ばと存じます。本書面には、当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、予測、予

想、計画又は目標等の将来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、本書面の作成時点

における当社の判断又は認識に基づいておりますが、将来における実際の業績等は、様々な要因により、

本書面に記載された見通し等と大きく異なる可能性がございますので予めご了承ください。 

なお、本書面は、日本国外における証券の募集又は購入の勧誘ではありません。本新株予約権の発行は、

日本国外における証券法その他の法令（1933年米国証券法を含みます。）に基づく登録はされておらず、

また、かかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく証券の登

録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできま

せん。 


